
埼玉県内小・中学校団体入館時の減免手続きについて 

◆減免対象となる地域 
 埼玉県内の小・中学校が校外学習等で秩父まつり会館を利用する際は、入館料減免の申請
を受け付けています。ご利用の際は以下の申請手順に従い、時間に余裕をもって入館料減免
の申請をお願いいたします。 
 なお、減免を受けない場合でも 10 名以上のグループや団体での入館、駐車場にバスを駐
車する場合は事前予約が必要となります。予約がない場合、館内の混雑状況により入館をお
待ちいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。 
 
◆入館料減免申請の手順 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①秩父まつり会館へ直接電話にてご予約ください。 

・入館日時の調整をお願いする場合があります。 
・入館料の減免申請には 1 週間程度時間がかかる場合がありますので、時間に

余裕をもってご連絡ください。 

１、入館予約

２、入館料減免申請書の送付

秩父まつり会館より FAX にて「入館料減免申請書」をお送りいたします。

４、入館当日      

予約した日時に秩父まつり会館へお越しいただき、窓口にて学校名等をお伝
えください。 

なお、時間の変更等が生じた際は必ず①秩父まつり会館にご連絡をお願いい
たします。

①秩父まつり会館 
埼玉県秩父市番場町 2-8 
TEL：０４９４－２３－１１１０ 
FAX：０４９４－２２－７３４５

３、入館料減免申請書の提出

届いた「入館料減免申請書」に必要事項をご記入いただき、②秩父市役所産
業観光部観光課へ FAX にてご提出ください。

②秩父市役所 産業観光部観光課 
埼玉県秩父市熊木町 8-15 
TEL：０４９４－２５－５２０９ 
FAX：０４９４－２７－２６２７


